
説明資料
１ 消防団員数の推移 
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説明資料
２ 諮問の経緯 

総務省消防庁では、全国の消防団員の減少が危機的な状況となっているこ

とや、災害が多発化・激甚化する中、消防団員の負担が増加していることを

踏まえ、消防団員を確保することを目的とした「消防団員の処遇等に関する

検討会」が開催され、令和３年４月には消防庁長官から消防団員の処遇の改

善に向け取り組むべき事項が示されました。 

３ 出動報酬 

種 別 報酬額 内 容 

災害 

（水火災） 
１日8,000円 

建物火災、風水害 

風水害（台風・避難誘導等） 

警 戒 １回3,000円 

広報活動 

（春・秋火災予防運動・歳末特別警戒） 

花火警戒（あつぎ鮎まつり・市民まつり）

訓 練 １回2,500円 

市・県操法大会練習、水防訓練、各種研修 

市主催行事、消防署合同訓練 

辞令交付式、普通救命講習等 

４ 出動報酬が支給されない活動（例） 

 〇 管轄区域自治会等での会議出席 

 〇 消防団ＰＲ、勧誘活動 

 〇 車両整備・分団器具置場の清掃 

〇 車両、消防資機材及び水利の点検（日常点検） 

 〇 市主催イベントの前日準備（資機材搬送等） 

報酬の種類 年額報酬と出動報酬の２種類とする 

報酬の額 

ア 年額報酬の額は「団員」の階級の者については36,500円を 

標準額とし、上位の階級にある者については、業務の負荷 

や職責等を勘案して標準額と均衡のとれた額とする。 

イ 出動報酬の額については、災害に関する出動について１日 

あたり8,000円を標準額とする。災害以外の出動について 

は、出動の態様や業務の負荷、活動時間等を勘案して標準 

額と均衡のとれた額とする。 

費用弁償 
上記に掲げる報酬のほか、団員の出動に係る費用弁償につい

ては必要額を措置する。 

支給方法 
報酬・費用弁償とも、団員個人に対し活動記録等に基づいて

市町村から直接支給する。 
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５ 年額報酬の額（改定額の考え方） 

現状

団長 副団長 分団長 副分団長 班長 団員 

151,100 115,000 83,600 56,400 46,500 41,200 

改正案（各階級一律増額）

団長 副団長 分団長 副分団長 班長 団員 

178,900 142,800 111,400 84,200 74,300 69,000 

※（「団員」より上位の階級にある者等については、業務の負荷や職責等を勘

案し、標準額と均衡のとれた額となるよう定める。） 

６ 消防団の階級職務内容（職責） 

階級 職務内容 

団長 消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。 

副団長 
団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときはその

職務を代理する。 

分団長 
団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮

監督する。 

副分団長 
分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたとき

はその職務を代理する。 

班長 上司の命を受け、当該班の事務を掌理する。 

団員 上司の命を受け、消防事務に従事する。 

① 災害・訓練（出動報酬）以外の活動【出動報酬が支給されない活動】 

※日常点検等の年間実働時間から算出 

月の活動回数 （平均）2.8回 

１回の活動時間（平均）1.5時間 

50．4時間（2.8回×1.5時間×12か月） 

② 時間給 

1,351円（パートタイム会計年度任用職員「業務員重作業」と同

額） 

   ※消防水利の点検等、体を使う作業が多いため 

③ 年額報酬（改正後） 

 ①と②（50.4時間×1,351円≒68,090（69,000円）  

  年額報酬（改正後）－ 年額報酬（改正前） 

    69,000円 － 41,200円  ＝ 27,800円（各階級一律増額） 
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７ 主な県内市町村との比較（令和５年４月１日現在） 

№ 市町村名 年額報酬の額 № 市町村名 年額報酬の額 

１ 海老名市 41,200円 10 寒川町 47,700円 

２ 座間市 89,400円 11 南足柄市 41,200円 

３ 綾瀬市 48,800円 12 中井町 50,000円 

４ 厚木市 39,500円 13 大井町 62,000円 

５ 大和市 41,500円 14 松田町 49,800円 

６ 愛川町 64,000円 15 開成町 52,000円 

７ 清川村 45,000円 16 三浦市 37,500円 

８ 秦野市 42,500円 17 横浜市 36,500円 

９ 伊勢原市 43,000円 18 川崎市 36,500円 

※「令和３年４月13日付消防庁長官通知「非常勤消防団員の報酬等の基準の策定に 
ついて」において、標準額として年額36,500円が示されている。 

８ 東京都特別区・市町村の年額報酬

-4-



説明資料

９ 年額報酬額別の団員数の推移 

平成26年の団員数を１としたときの推移 

平成27年から令和２年を通じて引上げない団体で分析 

※ 年額報酬額が高い市町村等は、消防団員の減少率が低く抑えられている傾向 

    にあることがわかります。 

10 年額報酬引き上げ年度と団員減少率の関係 

※灰色は平成27年から令和元年を通じて年額報酬を引き上げていない団体の状況 

     各年度４月１日時点の年額報酬額を比較しており、年度途中の引き上げは翌年 

度引き上げに含む。 

※ 年額報酬を引き上げた市町村は、その後の消防団員の減少率が低く抑えら 

    れている傾向にあります。 
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【参考】埼玉新聞（令和５年２月22日）抜粋 

入間市は、2023 年度から、消防団員の年額報酬を１人一律４万７千円引き上

げる方針を決めた。一般団員の場合、現行の年額７万３千円が、６割増の 12 万

円になる。 

 市内の消防団員は減少傾向にあり、現状では条例に基づく定数を満たしてい

ない。入間市長は、会見で報酬増額について「消防団員は地域の要。活動の負

担軽減のために処遇改善を行う」と理由を述べた。 

 市によると、増額に伴い消防団員の報酬額は県内の自治体で最高水準にある

見通しだという。 

 市内には全７分団（20 部）の消防団がある。条例では団員の定数を３１３と

しているが、13 から 22 年度の 10 年間は、年度当初の時点でいずれも 300 人を

割り込んでいる。13 年度には 294 人だったが、22 年度は 263 人に減った。 

 市内の消防団員は会社員が６から７割を占めている。火災や台風など災害へ

の出動のほかに、夜間警戒や会議、消防車両の整備・点検で 1 カ月で最低約 10

時間の業務に当たっている。こうした業務内容や時間を基に、1 人当たり年額 4

万７千円の増額を設定したという。 

 改定では団長や分団長、部長、団員などの階層にかかわらず、一律同額の上

乗せとなる。 

 最も報酬が高い団長の場合、現行の年額 22 万円に対し、変更後は、26 万７

千円となる。副団長は 22 万４千円、班長なら 12 万７千円にそれぞれ設定され

る。 

 市は、16 日開会の市議会３月定例会に、改正条例案と処遇改善のための増額

分計３５３５万円を提案した。 

 県内では、坂戸市と鶴ヶ島市が、消防団員１人当たり 11 万５千円の報酬を設

定している。
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